
令和 5 年 3 月

令和 5 年度 令和 14 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,600 円 2,969 円

2,600 円 2,911 円

2,600 円 2,930 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（一部適用）

蟹江町下水道事業経営戦略

平成22年3月31日
（供用開始後12年）

蟹江町

下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

令和2年度

令和3年度 令和3年度

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（使用料徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ 20  あ た り ）
※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載

令和元年度

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 区 数 1処理区（日光川下流処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

愛知県による広域化・共同化計画の枠組みに参画

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

令和3(2021)年度末
75.8人/ha

1
（流域下水道）

有

処 理 場 数

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　応益負担と応能負担の双方の均衡を図る観点から使用料を設定しています。すなわち、単身世帯等の使
用量が少なく施設・設備に負担の小さい、また、概して所得総額が相対的に低い使用者に対しては、基本使
用料を低く設定しています。この考え方を使用量に応じて併行的に適用し、大口利用者には単価を高く設定
しています。

　　　基本使用料　　11m3～510m3まで　  　3　　　1,100円

　　　超過使用料　　11m3～520m3まで　1m3につき150円

　　　超過使用料　　21m3～540m3まで　1m3につき180円

超過使用料　　41m3～500m3まで　1m3につき210円

　　　超過使用料　　41m3～501m3まで　1m3につき240円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭と同様に使用量に比例した負担を求めていますが、一般用と業務用で別の使用料体系は採用し
ていません。

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ 20  あ た り ）
※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載

令和元年度

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　公衆浴場については、事業の性質上、単価を低く設定しています。
　一時使用については、応益負担の考えを重視し、単価を高く設定しています。
　　　公衆浴場　基本使用料：1,100円

　　　　　　　　　　従量使用料：1m3につき40円

　　　一時使用　使用料　　　：1m3につき300円

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における20 あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に20 を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和2年度

以上
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③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

　供用開始から12年しか経過していないため、現在は下水道施設の
未普及地域の整備を図っており、また、処理場も有していないため未
検討です。

職 員 数 5人

上下水道部　─　下水道課　─　計画係、管理係、建設係

　供用開始から12年しか経過していないため、現在は下水道施設の
未普及地域の整備を図っており、汚水量も少なく費用対効果が見込
めないため未検討です。

　土地、施設を有していないため未検討です。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

　供用開始から12年しか経過していないため、現在は下水道施設の
未普及地域の整備を図っており、また、処理場も有していないため未
検討です。

 イ　指定管理者制度

　供用開始から12年しか経過していないため、現在は下水道施設の
未普及地域の整備を図っており、また、処理場も有していないため未
検討です。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

　令和3(2021)年度に策定・公表しました、令和2(2020)年度決算「経営比較分析表」を添付しております。
　この経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他の類似団体との比較、複数の指標を組み
合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。

民 間 活 用 の 状 況
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２．将来の事業環境

（１）

（２）有収水量の予測

　有収水量については、管きょ整備面積の増加、接続人口の増加等の要因により増加を続ける見込みとなっています。有収水量について
は、以下の手順で算定しています。
　１）整備区域内人口は、管きょ整備面積と人口密度を基に算定しました。
　２）水洗化人口は、各年度の整備人口に水洗化率を乗じて算定しました。水洗化率は実績値より算定した結果、計画期間に66％から75％
へ上昇するものとなりました。
　３）流入汚水量は、1人あたりの汚水量原単位と水洗化人口を基に算定しました。汚水量原単位は実績相当の値としました。

処理区域内人口の予測

　将来行政区域内人口については、令和3(2021)年3月に策定された「第5次蟹江町総合計画」の将来人口を基に人口増減率を設定し、令
和3(2021)年度の行政区域内人口に乗じて推計しました。その他の上位計画・関連計画では、策定年月日が古く、令和3(2021)年度末の推
計人口が令和3(2021)年度末現在の人口を大きく下回っていたため、総合計画を基とした将来推計を行いました。
　将来処理区域内人口については、令和3(2021)年度末現在の処理区域内人口に管きょ整備人口を計上し、人口増減率を乗じて推計しま
した。

　　　将来処理区域内人口＝（令和3(2021)年度末の処理区域内人口＋令和4(2022)年度以降の整備人口）×人口増減率

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
年間有収水量

(m3/年) 1,541 1,577 1,613 1,701 1,792 1,872 1,948 2,067 2,141 2,208 2,260 2,313 2,367

管きょ整備済み面積

(ha) 296.6 317.1 329.7 341.4 348.9 354.7 377.5 400.3 423.2 446.5 469.8 493.1 516.4
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
行政区域内人口 37,376 37,086 37,077 37,068 37,059 37,049 37,012 36,975 36,938 36,901 36,863 36,826 36,789
処理区域内人口 22,065 24,033 24,647 25,239 25,619 25,912 27,039 28,162 29,113 29,758 30,402 31,045 31,686
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（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

　下水道課は5人の職員で公共下水道事業を運営しています。経営戦略の計画期間内においては、現状の組織体制を維持しつつ、管きょ
整備の拡大、下水道施設の維持管理に対応できるような取組を進めます。

使用料収入の見通し

　使用料収入については、「有収水量」×「使用料単価」にて推計しており、管きょ整備に伴い増加する見込みです。使用料単価は、令和
3(2021)年度値を採用し、使用料の改定については見込んでいません。
　水洗化率については、これまでと同様に啓発活動や「公共下水道整備接続促進費補助金制度」を続け、目標年度である令和14(2032)で
約76％となる見込みです。

施設の見通し

１）管きょ
　管きょ整備は、令和3(2021)年度までに全体計画区域の47％の整備が完了しています。そのうち市街化区域は、全体計画区域の76％が
整備済みであるのに対し、市街化調整区域は整備が進んでいない状況にあります。今後は、国による10年概成の方針を踏まえつつ、下水
道施設の未普及地域の早期整備を図るものとします。
２）処理場・ポンプ場
　蟹江町では日光川下流流域下水道へ接続しているため、町の管理する処理場・ポンプ場はありません。

組織の見通し

（１）未普及地域の解消に向けた管きょ整備促進
　下水道施設の未普及地域の解消に向けて、管きょ整備を促進し、公共用水域の水質保全とともに使用料収入の確保に努めます。管きょ
整備においては、これまでと同様に低コスト技術導入によるコスト縮減を図ります。
（２）ストックマネジメント計画に基づく計画的かつ効率的な点検・調査の実施
　持続可能な下水道事業の実現に向けて、長期的な視点で下水道施設を計画的かつ効率的に管理するために、管きょの点検・調査を実
施し、施設の延命化に努めます。
（３）水洗化の促進による下水道経営の安定化
　公共用水域の水質保全のため、接続促進のための資料を各戸配布・戸別訪問や「公共下水道接続促進費補助金制度」を続け、未接続
者への接続促進に努めていきます。
（４）収入の確保と負担の適正化
　財政基盤の強化のため、収入の確保と他会計繰入金の適正化を図ります。収入の確保のため使用料、受益者負担金を確実に収入する
とともに、国庫補助金や企業債の資金を適切に調達します。
　また、広域化・共同化によるハード・ソフト対策に取り組み、執行体制の確保や効率的な運営を行うことでコスト縮減に努めます。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
下水道使用料収入

(百万円) 203 208 231 222 234 245 254 270 280 288 295 302 309

水洗化率(％) 68.9 65.8 66.4 68.4 71.0 73.3 73.1 74.5 74.6 75.3 75.4 75.6 75.8
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

目 標

（１）他会計繰入金の抑制
　公共下水道事業は、その公共性から他会計繰入金も財源の一部となっているのが現状です。多くの投資
が必要となる中、町全体の財政の負担にならないように、総務省通達にて定められている繰出基準から外れ
る他会計繰入金（基準外繰入）の抑制に努めます。

（１）経費回収率90％以上の確保
　公共下水道事業は本町の発展に大きく貢献しており、事業着手からこれまでに多くの投資を行ってきてい
ます。その結果、回収すべき経費も上昇しており、経費回収率は約93％（参考：類似団体平均は約77％）にと
どまっています。今後も計画期間内に管きょ整備を予定しており、経費回収率の改善は困難な状況ですが、
計画期間内の目標として、90％以上の確保に努めます。
（２）水洗化率75％への向上
　本町の公共下水道事業の水洗化率は、供用開始区域の拡大に努めているため、概ね横ばい傾向で約
69％に達しています。今後もこの傾向が続くことが予測されますが、計画期間内には約75％を目指して公共
下水道への接続の促進に努めます。
（３）施設の延命化
　令和4(2022)年度に策定した「蟹江町下水道ストックマネジメント計画」に基づき、管きょの計画的な点検・調
査、修繕・改築等を実施することにより、施設の延命化を図りコスト削減に努めます。なお、管きょの点検・調
査については、日光川下流流域管内で共同発注を行うことで合理的な取組を目指します。

（１）使用料収入
　有収水量を推定し、最新の使用料単価（使用料収入／有収水量）の実績を乗じて推計しています。使用料収入は施設の維持管理費の
他、企業債償還金にも充当します。
（２）国庫補助金
　国（県）による交付金が見込める事業（主に建設事業）に関しては、交付金を見込んでいます。
（３）他会計繰入金
　一般会計からの繰入金を見込んでいます。総務省から通知される繰出基準を踏まえて推計しています。
（４）長期前受金戻入
　固定資産の取得に充てるために交付を受けた補助金等を一旦、繰延収益（長期前受金）として貸借対照表の負債の部に計上し、取得し
た固定資産の減価償却に見合う分を毎年度取り崩して収益に計上しています。
（５）受益者負担金
　新たに公共下水道の整備により利益を受ける住民の方に、建設費用の一部を受益者負担金として負担していただいています。

　計画期間において管きょ整備を行っていくことから、その財源である企業債が増加するため、支払利息の増加を見込んでおります。また、
整備を進めることにより供用開始エリアを拡大されること、水洗化率の向上を図ることから、有収水量が増加する見込であるため、流域下
水道の維持管理費負担金の増加を見込んでおります。
　職員給与費については、現在の職員数が5名であることから、これ以上の減員は想定できないため、大きな増減はないものと考えており
ます。
　また、類似団体と比較した結果、本町の汚水処理原価は比較的安価な状況にありますが、今後も効率的な経営を行い、コスト縮減を図っ
てまいります。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（１）建設改良費
　管きょ整備費用、流域下水道建設負担金、職員給与費を計上しています。管きょは比較的新しいため、計画期間内に改築更新費は計上
していません。また、近年の物価変動を考慮して、計画期間内において物価上昇を見込んでいます。
（２）企業債償還金
　令和3(2021)年度までに発行済みの企業債に係る償還金に、上記建設改良費の財源として起債予定の企業債に係る償還金を加えて推
計しています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　検討した経営分析や収支計画について、毎年度実績と比較を行い、5年ごとの中期スパンにおい
て、より深度のある経営分析を実施し、経営戦略の再検討を行います。
　ただし、経営環境に大きな変化が生じた時は直ちに改訂します。

職員給与費に関する事項
　公営企業法及び関連法令等によれば、同職種の職員給与については一般会計等の
職員給与に準ずるべきであるため、本町においてはその方針に従っております。

動力費に関する事項 　処理場及びマンホールポンプを有していないため、検討は行っておりません。

修繕費に関する事項
　供用開始から12年しか経過していないため、計画期間中に大規模な修繕等は見込ん
でおりません。

委託費に関する事項 　統合できる委託業務について検討し、経費の節減及び効率化に努めます。

その他の取組 　接続促進等、財源確保の取組について、費用対効果を考慮し検討していきます。

薬品費に関する事項 　処理場を有していないため、検討は行っておりません。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　計画期間内においては、管きょ整備を進めていく段階であるため、民間活力の活用に
ついて検討は行っておりません。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
　建設改良費について、国庫補助金や交付税措置の有利な企業債等、適切な財源確保
を検討していきます。

　土地、施設を所有していないため、検討は行っておりません。

　安定的に維持管理を行っていくためには、使用料収入の確保が不可欠であるが、現時
点では、供用開始からの年数も浅く、普及率も水洗化率も低いため、これらの向上が最
優先と考えます。使用料改定等の検討については、社会情勢や経営状況を把握し、必
要に応じて使用料の見直しを検討していきます。

使用料の見直しに関する事項

　社会情勢や経済性を考慮して、必要に応じてストックマネジメント計画を見直し、効果
的な投資計画を検討していきます。

　民間活力を直ちに活用できる施設等を有していないため、管きょ施設の維持管理等で
民間活力を活用できる業務について費用対効果を考慮し検討していきます。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
　当面の間、市街化区域を優先的に未普及解消に努めていく予定であり、管きょ整備費
用については、平準化された建設改良費を計上しています。

　愛知県は国の要請に基づき、市町村の枠を超えた下水道施設の広域化・共同化の検
討に着手しており、本町も広域化・共同化の実現に向け検討（ハード対策及びソフト対
策）を行い、実現性のあるものに着手していきます。

広域化・共同化・最適化に関する事項
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様
式
第
2
号
（
法
適
用
企
業
・
収
益
的
収
支
）

投
資
・
財
政
計
画

（
収
支
計
画
）

（
単
位
：
千
円
，
％
）

年
　
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
　
　
　
　
　
　
分

（
決
算
）

決
算

見
込

１
．

(A
)

2
0
2
,9
4
5

2
0
8
,2
5
3

2
3
1
,2
3
5

2
2
2
,4
7
4

2
3
4
,3
8
5

2
4
4
,9
0
2

2
5
4
,7
2
1

2
7
0
,3
8
8

2
7
9
,9
9
2

2
8
8
,6
8
4

2
9
5
,6
0
6

3
0
2
,4
2
0

3
0
9
,5
5
6

(1
)

2
0
2
,7
1
9

2
0
8
,0
5
0

2
3
1
,0
0
0

2
2
2
,2
3
9

2
3
4
,1
5
0

2
4
4
,6
6
7

2
5
4
,4
8
6

2
7
0
,1
5
3

2
7
9
,7
5
7

2
8
8
,4
4
9

2
9
5
,3
7
1

3
0
2
,1
8
5

3
0
9
,3
2
1

(2
)

(B
)

(3
)

2
2
6

2
0
3

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
3
5

２
．

3
9
9
,5
5
4

3
9
4
,0
4
1

3
9
2
,3
1
8

3
6
2
,3
9
1

3
7
9
,9
7
8

4
0
3
,9
2
8

4
3
5
,0
5
5

4
5
4
,0
0
9

4
7
6
,1
7
5

4
9
1
,0
7
2

5
1
4
,9
1
2

5
3
9
,0
7
8

5
6
5
,8
4
4

(1
)

2
9
1
,2
8
1

2
7
6
,9
3
4

2
5
7
,5
9
6

2
4
4
,5
8
5

2
5
5
,2
5
0

2
7
1
,7
6
3

2
9
6
,8
3
7

3
0
8
,8
5
8

3
2
4
,0
4
8

3
3
1
,9
1
7

3
4
8
,6
7
6

3
6
5
,7
1
7

3
8
5
,3
0
8

2
8
9
,2
8
1

2
7
5
,1
3
4

2
4
9
,0
9
6

2
4
3
,7
4
0

2
5
4
,5
1
5

2
7
0
,5
6
8

2
9
5
,2
6
2

3
0
7
,5
7
8

3
2
1
,6
2
3

3
3
1
,3
9
2

3
4
8
,5
1
6

3
6
4
,4
2
7

3
8
1
,1
7
3

2
,0
0
0

1
,8
0
0

8
,5
0
0

8
4
5

7
3
5

1
,1
9
5

1
,5
7
5

1
,2
8
0

2
,4
2
5

5
2
5

1
6
0

1
,2
9
0

4
,1
3
5

(2
)

1
0
8
,2
0
7

1
1
7
,0
1
2

1
3
4
,7
1
5

1
1
7
,8
0
6

1
2
4
,7
2
8

1
3
2
,1
6
5

1
3
8
,2
1
8

1
4
5
,1
5
1

1
5
2
,1
2
7

1
5
9
,1
5
5

1
6
6
,2
3
6

1
7
3
,3
6
1

1
8
0
,5
3
6

(3
)

6
6

9
5

7
(C
)

6
0
2
,4
9
9

6
0
2
,2
9
4

6
2
3
,5
5
3

5
8
4
,8
6
5

6
1
4
,3
6
3

6
4
8
,8
3
0

6
8
9
,7
7
6

7
2
4
,3
9
7

7
5
6
,1
6
7

7
7
9
,7
5
6

8
1
0
,5
1
8

8
4
1
,4
9
8

8
7
5
,4
0
0

１
．

4
0
7
,4
4
0

4
2
1
,4
8
0

5
1
7
,0
6
0

5
0
9
,6
0
1

5
3
5
,2
8
0

5
6
3
,3
2
9

5
8
7
,6
9
8

6
1
6
,1
4
0

6
4
3
,8
1
3

6
6
4
,8
1
5

6
8
9
,4
6
6

7
1
4
,5
2
2

7
4
2
,8
7
0

(1
)

3
1
,9
9
2

3
3
,2
6
4

3
5
,0
7
8

3
5
,3
2
4

3
5
,5
7
1

3
5
,8
2
0

3
6
,0
7
1

3
6
,3
2
3

3
6
,5
7
7

3
6
,8
3
3

3
7
,0
9
1

3
7
,3
5
1

3
7
,6
1
2

3
1
,9
9
2

3
3
,2
6
4

3
5
,0
7
8

3
5
,3
2
4

3
5
,5
7
1

3
5
,8
2
0

3
6
,0
7
1

3
6
,3
2
3

3
6
,5
7
7

3
6
,8
3
3

3
7
,0
9
1

3
7
,3
5
1

3
7
,6
1
2

(2
)

1
7
6
,8
1
4

1
7
5
,9
2
6

2
4
2
,3
2
2

2
2
2
,4
9
1

2
3
1
,8
9
7

2
4
1
,7
7
6

2
5
0
,8
6
7

2
6
2
,9
8
6

2
7
3
,7
6
3

2
7
7
,0
0
5

2
8
4
,3
1
1

2
9
1
,8
9
1

3
0
3
,0
6
2

1
2
3

1
3
9

4
7
6

5
0
4

5
0
7

5
1
1

5
1
4

5
1
8

5
2
2

5
2
5

5
2
9

5
3
3

5
3
6

1
7
6
,6
9
1

1
7
5
,7
8
7

2
4
1
,8
4
6

2
2
1
,9
8
7

2
3
1
,3
9
0

2
4
1
,2
6
5

2
5
0
,3
5
3

2
6
2
,4
6
8

2
7
3
,2
4
1

2
7
6
,4
8
0

2
8
3
,7
8
2

2
9
1
,3
5
8

3
0
2
,5
2
6

(3
)

1
9
8
,6
3
4

2
1
2
,2
9
0

2
3
9
,6
6
0

2
5
1
,7
8
6

2
6
7
,8
1
2

2
8
5
,7
3
3

3
0
0
,7
6
0

3
1
6
,8
3
1

3
3
3
,4
7
3

3
5
0
,9
7
7

3
6
8
,0
6
4

3
8
5
,2
8
0

4
0
2
,1
9
6

２
．

7
0
,7
7
0

6
7
,9
4
8

7
7
,1
5
5

7
5
,2
6
4

7
9
,0
8
3

8
5
,5
0
1

1
0
2
,0
7
8

1
0
8
,2
5
7

1
1
2
,3
5
4

1
1
4
,9
4
1

1
2
1
,0
5
2

1
2
6
,9
7
6

1
3
2
,5
3
0

(1
)

6
1
,9
4
1

6
1
,5
2
4

6
3
,3
5
5

6
7
,5
6
8

7
4
,1
4
3

8
1
,6
9
2

8
7
,4
2
7

9
3
,6
5
8

9
9
,9
9
1

1
0
6
,5
5
6

1
1
2
,6
8
0

1
1
8
,6
1
7

1
2
4
,1
9
7

(2
)

8
,8
2
9

6
,4
2
4

1
3
,8
0
0

7
,6
9
6

4
,9
4
0

3
,8
0
9

1
4
,6
5
1

1
4
,5
9
9

1
2
,3
6
3

8
,3
8
5

8
,3
7
2

8
,3
5
9

8
,3
3
3

(D
)

4
7
8
,2
1
0

4
8
9
,4
2
8

5
9
4
,2
1
5

5
8
4
,8
6
5

6
1
4
,3
6
3

6
4
8
,8
3
0

6
8
9
,7
7
6

7
2
4
,3
9
7

7
5
6
,1
6
7

7
7
9
,7
5
6

8
1
0
,5
1
8

8
4
1
,4
9
8

8
7
5
,4
0
0

(E
)

1
2
4
,2
8
9

1
1
2
,8
6
6

2
9
,3
3
8

(F
)

2
5
,8
5
4

(G
)

2
(H
)

2
5
,8
5
4

△
 2

1
2
4
,2
8
9

1
3
8
,7
2
0

2
9
,3
3
6

(I
)

1
2
4
,2
8
9

2
6
3
,0
0
9

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

2
9
2
,3
4
5

(J
)

1
,4
2
8
,8
4
8

2
,0
8
4
,1
2
9

1
3
,0
5
7
,8
6
2

1
3
,1
7
1
,8
4
2

1
3
,2
9
4
,9
2
6

1
3
,4
2
8
,4
9
4

1
3
,5
7
1
,0
3
6

1
3
,7
2
2
,7
1
6

1
3
,8
8
4
,0
6
2

1
4
,0
5
5
,8
8
4

1
4
,2
3
7
,7
1
2

1
4
,4
2
9
,6
3
1

1
4
,6
3
1
,2
9
1

6
7
,0
9
7

8
9
,3
9
5

6
6
,5
2
4

6
3
,3
8
9

6
5
,3
7
4

6
7
,1
2
7

6
8
,7
6
4

7
1
,3
7
5

7
2
,9
7
6

7
4
,4
2
4

7
5
,5
7
8

7
6
,7
1
4

7
7
,9
0
3

(K
)

4
3
1
,5
6
4

9
5
1
,2
7
9

3
4
9
,8
9
0

3
5
2
,9
0
0

3
6
4
,0
0
0

3
7
8
,3
0
2

3
9
9
,0
4
7

4
0
7
,2
7
1

4
2
1
,1
3
5

4
3
6
,0
5
6

4
4
8
,2
5
4

4
6
0
,4
7
9

4
6
8
,2
0
0

1
4
7
,8
8
5

1
6
2
,7
1
7

1
7
7
,3
6
6

1
8
8
,4
3
0

1
9
7
,8
3
6

2
1
0
,5
6
8

2
2
9
,8
5
7

2
3
5
,8
2
3

2
4
8
,2
1
3

2
6
1
,9
1
5

2
7
2
,7
1
1

2
8
4
,0
4
3

2
9
0
,8
3
1

2
8
0
,0
6
8

7
8
5
,4
4
5

1
6
8
,6
5
5

1
6
4
,4
7
0

1
6
6
,1
6
4

1
6
7
,7
3
4

1
6
9
,1
9
0

1
7
1
,4
4
8

1
7
2
,9
2
2

1
7
4
,1
4
1

1
7
5
,5
4
3

1
7
6
,4
3
6

1
7
7
,3
6
9

( 
I 
)

(A
)-
(B
)

(L
)

(M
)

2
0
2
,9
4
5

2
0
8
,2
5
3

2
3
1
,2
3
5

2
2
2
,4
7
4

2
3
4
,3
8
5

2
4
4
,9
0
2

2
5
4
,7
2
1

2
7
0
,3
8
8

2
7
9
,9
9
2

2
8
8
,6
8
4

2
9
5
,6
0
6

3
0
2
,4
2
0

3
0
9
,5
5
6

(N
)

(O
)

(P
)

2
0
2
,9
4
5

2
0
8
,2
5
3

2
3
1
,2
3
5

2
2
2
,4
7
4

2
3
4
,3
8
5

2
4
4
,9
0
2

2
5
4
,7
2
1

2
7
0
,3
8
8

2
7
9
,9
9
2

2
8
8
,6
8
4

2
9
5
,6
0
6

3
0
2
,4
2
0

3
0
9
,5
5
6

流
動

資
産

累
積
欠
損
金
比
率
（

×
1
0
0
）

減
価

償
却

費

う
ち
建
設
改
良
費
分

う
ち
一
時
借
入
金

う
ち

未
払

金

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C
)-
(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-
(G
)

収 益 的 収 支 当
年
度
純
利
益
（
又
は
純
損
失
）

(E
)+
(H
)

繰
越
利
益
剰
余
金
又
は
累
積
欠
損
金

修
繕

費

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他

支
払

利
息

令
和
５
年
度

令
和
１
０
年
度
令
和
１
１
年
度
令
和
１
２
年
度

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

本
年
度

営
業

収
益

営
業

外
費

用

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費

令
和
１
４
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

令
和
１
３
年
度

健
全
化
法
施
行
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全
化
法
施
行
令
第
1
7
条
に
よ
り
算
定
し
た

事
業

の
規

模

健
全
化
法
第
2
2
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N
）
/
（
P
）
×
1
0
0
)

地
方
財
政
法
施
行
令
第
1
5
条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額

営
業
収
益
－
受
託
工
事
収
益

(A
)-
(B
)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（
L
）
/
（
M
）
×
1
0
0
)

健
全
化
法
施
行
令
第
1
6
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額
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様
式
第
2
号
（
法
適
用
企
業
・
資
本
的
収
支
）

投
資
・
財
政
計
画

（
収
支
計
画
）

（単
位
：
千
円
）

年
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
　
　
　
　
　
分

（
決
算
）

決
算

見
込

１
．

35
0,
6
00

57
8,
2
00

33
0,
3
00

46
9,
9
19

52
3,
1
96

43
6,
45
3

46
7,
75
7

48
1,
96
5

50
3
,2
66

49
3
,8
3
1

49
7
,5
1
5

49
0
,9
5
2

49
4
,3
1
5

２
．

３
．

16
4,
3
00

27
0,
5
03

14
0,
4
09

26
9,
0
01

29
7,
3
04

28
2,
90
8

28
3,
05
4

30
3,
17
4

30
9
,9
58

32
2
,6
6
4

33
7
,1
9
6

34
8
,9
4
0

36
1
,1
0
2

４
．

５
．

６
．

32
3,
5
00

58
0,
2
00

25
6,
5
00

36
9,
4
59

40
3,
4
65

32
8,
77
3

35
5,
71
6

35
8,
13
8

36
0
,9
07

36
3
,3
2
8

36
5
,7
5
0

36
8
,5
1
9

37
0
,9
4
1

７
．

８
．

3
0,
3
36

1
5,
4
94

3
9,
4
81

1
5,
1
04

9,
6
82

7,
48
7

29
,4
33

29
,4
33

29
,5
62

30
,0
7
8

30
,0
7
8

30
,0
7
8

30
,0
7
8

９
．

(A
)

8
68
,7
36

1,
44
4,
39
7

76
6,
69
0

1,
12
3,
48
3

1,
23
3
,6
4
7

1,
05
5
,6
2
1

1,
13
5
,9
6
0

1,
17
2
,7
1
0

1
,2
03
,6
9
3

1,
2
09
,9
01

1,
2
30
,5
39

1,
2
38
,4
89

1,
2
56
,4
36

(B
)

(C
)

86
8,
7
36

1
,4
4
4,
3
97

76
6,
6
90

1
,1
2
3,
4
83

1,
23
3,
6
47

1,
0
55
,6
21

1,
1
35
,9
60

1,
1
72
,7
10

1,
2
03
,6
93

1,
2
09
,9
0
1

1,
23
0
,5
3
9

1,
23
8
,4
8
9

1,
25
6
,4
3
6

１
．

82
7,
7
19

1
,4
3
7,
2
82

84
9,
6
86

96
6,
1
16

1,
06
5,
2
17

87
7,
78
5

94
5,
39
2

96
2,
85
3

98
7
,8
70

98
1
,6
8
8

98
8
,6
2
4

98
5
,7
7
8

99
2
,3
9
3

14
,7
44

15
,4
79

17
,8
29

17
,9
54

1
8,
07
9

1
8,
2
03

1
8,
3
28

1
8,
4
53

1
8,
5
96

18
,7
20

18
,8
45

18
,9
88

19
,1
13

２
．

13
6,
2
13

14
7,
8
85

16
2,
7
19

17
7,
3
67

18
8,
4
30

19
7,
83
6

21
0,
56
8

22
9,
85
7

23
5
,8
23

24
8
,2
1
3

26
1
,9
1
5

27
2
,7
1
1

28
4
,0
4
3

３
．

４
．

５
．

(D
)

96
3,
9
32

1
,5
8
5,
1
67

1
,0
1
2,
4
05

1
,1
4
3,
4
83

1,
25
3,
6
47

1,
0
75
,6
21

1,
1
55
,9
60

1,
1
92
,7
10

1,
2
23
,6
93

1,
2
29
,9
0
1

1,
25
0
,5
3
9

1,
25
8
,4
8
9

1,
27
6
,4
3
6

(E
)

95
,1
96

14
0,
77
0

24
5,
71
5

20
,0
00

2
0,
00
0

2
0,
0
00

2
0,
0
00

2
0,
0
00

2
0,
0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
00

１
．

6
2,
3
78

２
．

３
．

４
．

9
5,
1
96

14
0,
7
70

18
3,
3
37

2
0,
0
00

2
0,
0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
0
0

20
,0
0
0

20
,0
0
0

20
,0
0
0

(F
)

9
5,
1
96

14
0,
7
70

24
5,
7
15

2
0,
0
00

2
0,
0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
0
0

20
,0
0
0

20
,0
0
0

20
,0
0
0

(G
)

(H
)

4,
9
22
,6
72

5,
35
2,
98
7

5,
52
0,
56
8

5,
81
3,
12
0

6,
14
7
,8
8
6

6,
38
6
,5
0
3

6,
64
3
,6
9
2

6,
89
5
,8
0
0

7
,1
63
,2
4
3

7,
4
08
,8
61

7,
6
44
,4
61

7,
8
62
,7
02

8,
0
72
,9
74

○
他
会
計
繰
入
金

（
単
位
：千
円
）

年
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
　
　
　
　
　
分

（
決
算
）

決
算

見
込

2
89
,2
81

2
75
,1
34

2
49
,0
96

2
43
,7
40

2
54
,5
15

27
0,
56
8

29
5,
26
2

30
7,
57
8

32
1
,6
23

33
1,
3
92

34
8,
5
16

36
4,
4
27

38
1,
1
73

1
37
,1
05

1
40
,9
81

1
51
,8
51

1
84
,2
94

1
99
,3
94

21
6,
87
5

23
1,
00
5

24
5,
83
5

26
1
,4
41

27
8,
0
69

29
3,
6
91

30
9,
7
25

32
4,
9
37

1
52
,1
76

1
34
,1
53

97
,2
45

59
,4
46

55
,1
21

53
,6
93

64
,2
57

61
,7
43

60
,1
82

5
3,
3
23

5
4,
8
25

5
4,
7
02

5
6,
2
36

1
64
,3
00

2
70
,5
03

1
40
,4
09

2
69
,0
01

2
97
,3
04

28
2,
90
8

28
3,
05
4

30
3,
17
4

30
9
,9
58

32
2,
6
64

33
7,
1
96

34
8,
9
40

36
1,
1
02

15
,5
89

16
,2
71

16
,9
05

17
,7
10

1
8,
28
9

1
8,
8
41

1
9,
4
20

1
9,
9
59

2
0,
3
52

20
,7
65

21
,2
73

21
,2
67

21
,3
76

1
48
,7
11

2
54
,2
32

1
23
,5
04

2
51
,2
91

2
79
,0
15

26
4,
06
7

26
3,
63
4

28
3,
21
5

28
9
,6
06

30
1,
8
99

31
5,
9
23

32
7,
6
73

33
9,
7
26

4
53
,5
81

5
45
,6
37

3
89
,5
05

5
12
,7
41

5
51
,8
19

55
3,
47
6

57
8,
31
6

61
0,
75
2

63
1
,5
81

65
4,
0
56

68
5,
7
12

71
3,
3
67

74
2,
2
75

令
和
１
３
年
度

令
和
１
０
年
度
令
和
１
１
年
度
令
和
１
２
年
度

他
会

計
負

担
金

本
年
度

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

(A
)の
う
ち
翌
年
度
へ
繰
り
越
さ

れ
る
支
出
の
財
源
充
当
額

純
計

(A
)-
(B
)

令
和
１
４
年
度

企
業

債

う
ち
資
本
費
平
準
化
債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

本
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

令
和
１
３
年
度

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち
職
員
給
与
費

企
業

債
償

還
金

他
会
計
長
期
借
入
返
還
金

他
会
計
へ
の
支
出
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 支 補
 
財
源
不
足
額

(E
)-
(F
)

他
会
計
借
入
金
残
高

企
業

債
残

高

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に

不
足
す
る
額
  
  
 　
　
  
  
(D
)-
(C
)

補 財 源

損
益
勘
定
留
保
資
金

利
益
剰
余
金
処
分
額

資 本 的 収 入

他
会

計
借

入
金

国
（
都
道
府
県
）
補
助
金

固
定
資
産
売
却
代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

う
ち
基
準
内
繰
入
金

う
ち
基
準
外
繰
入
金

合
計

令
和
１
４
年
度

収
益
的
収
支
分

う
ち
基
準
内
繰
入
金

う
ち
基
準
外
繰
入
金

資
本
的
収
支
分

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

令
和
１
０
年
度

令
和
１
２
年
度

令
和
１
１
年
度

令
和
５
年
度
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グ
ラ

フ
凡

例
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

令
和

2
年

度
全

国
平

均

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却

率
」

及
び

「
管

渠
老

朽
化

率
」

に
つ

い
て

は
、

法
非

適
用

企
業

で
は

算
出

で
き

な
い

た
め

、
法

適
用

企
業

の
み

の
類

似
団

体
平

均
値

及
び

全
国

平
均

を
算

出
し

て
い

ま
す

。

平
成

1
5
年

度
か

ら
管

渠
整

備
を

開
始

し
て

お
り

、
年

数
を

経
過

し
て

い
な

い
た

め
、

管
渠

の
改

善
等

の
事

業
は

行
っ

て
お

ら
ず

、
①

有
形

固
定

資
産

減
価

償
却

率
に

つ
い

て
は

供
用

開
始

エ
リ

ア
拡

大
に

伴
い

年
々

増
加

し
て

い
ま

す
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

供
用

開
始

か
ら

1
1
年

を
経

過
し

、
普

及
率

も
5
9
.
0
％

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

今
後

も
効

率
よ

く
管

渠
整

備
を

進
め

、
普

及
率

の
向

上
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
水

洗
化

率
の

向
上

に
努

め
、

経
営

の
健

全
化

、
効

率
化

を
図

り
ま

す
。

平
成

2
9
年

度
か

ら
地

方
公

営
企

業
法

の
財

務
規

定
等

を
適

用
し

、
同

年
度

末
に

経
営

戦
略

を
策

定
し

ま
し

た
。

投
資

・
財

政
計

画
等

を
基

に
よ

り
一

層
経

営
の

明
確

化
を

図
り

、
安

定
的

な
経

営
を

目
指

し
ま

す
。

な
お

、
策

定
し

た
経

営
戦

略
に

つ
い

て
は

、
５

年
ご

と
（

次
回

は
令

和
４

年
度

）
に

見
直

し
を

行
っ

て
ま

い
り

ま
す

。
　

　
ま

た
、

国
が

進
め

る
汚

水
処

理
の

広
域

化
・

共
同

化
に

つ
い

て
は

、
排

水
設

備
指

定
業

者
登

録
業

務
や

管
き

ょ
の

調
査

に
つ

い
て

名
古

屋
市

及
び

管
内

市
町

と
協

議
を

進
め

、
相

互
連

携
を

図
る

こ
と

で
継

続
的

か
つ

安
定

的
な

下
水

道
事

業
の

運
営

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

【
】

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

本
町

の
下

水
道

事
業

は
、

平
成

1
4
年

度
か

ら
事

業
着

手
し

、
平

成
2
1
年

度
末

に
供

用
開

始
し

ま
し

た
。

現
在

、
逐

次
供

用
開

始
エ

リ
ア

を
拡

大
し

て
い

る
た

め
、

接
続

件
数

の
増

加
に

よ
り

料
金

収
入

が
増

加
す

る
と

と
も

に
、

汚
水

処
理

費
や

減
価

償
却

費
も

増
加

す
る

傾
向

に
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
①

経
常

収
支

比
率

は
前

年
度

と
比

べ
横

ば
い

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
他

会
計

繰
入

金
に

依
存

し
て

い
る

割
合

は
大

き
い

も
の

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
下

水
道

の
建

設
財

源
で

あ
る

地
方

債
に

か
か

る
償

還
金

も
年

々
増

加
し

て
い

ま
す

が
、

供
用

開
始

か
ら

の
年

数
が

浅
い

た
め

流
動

負
債

が
少

な
く

③
流

動
比

率
が

高
い

数
値

を
維

持
し

て
い

ま
す

。
④

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

に
つ

い
て

も
同

様
に

、
企

業
債

償
還

金
が

増
加

す
る

一
方

で
、

料
金

収
入

の
増

加
な

ど
に

よ
り

営
業

収
益

も
増

加
し

、
前

年
度

と
比

較
し

て
や

や
上

昇
し

て
い

ま
す

。
⑤

経
費

回
収

率
に

つ
い

て
は

汚
水

処
理

費
の

う
ち

負
担

金
が

増
加

し
ま

し
た

が
、

料
金

収
入

等
の

増
加

に
よ

り
微

増
と

な
っ

て
い

ま
す

。
⑥

汚
水

処
理

原
価

に
つ

い
て

は
供

用
開

始
エ

リ
ア

拡
大

に
伴

い
負

担
金

等
の

汚
水

処
理

費
が

増
加

し
ま

し
た

が
、

企
業

債
利

息
の

減
少

や
負

担
金

の
単

価
が

下
が

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

や
や

減
少

し
て

い
ま

す
。

⑧
水

洗
化

率
に

つ
い

て
は

供
用

開
始

エ
リ

ア
拡

大
に

よ
る

処
理

人
口

の
増

加
や

、
こ

の
度

の
開

始
区

域
に

は
分

譲
マ

ン
シ

ョ
ン

な
ど

の
共

同
住

宅
が

あ
り

、
新

規
接

続
件

数
が

増
加

し
た

こ
と

で
上

昇
し

ま
し

た
。

今
後

も
水

洗
化

率
の

向
上

に
取

組
み

、
料

金
収

入
を

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
経

営
の

安
定

化
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

-
5
4
.
4
9

5
9
.
0
4

9
0
.
3
7

2
,
8
6
0

2
2
,
0
6
5

2
.
9
7

7
,
4
2
9
.
2
9

1
1
.
0
9

3
,
3
7
5
.
3
8

■

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
処

理
区

域
内

人
口

(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

法
適

用
下
水
道
事
業

公
共
下
水
道

C
b
3

非
設

置
3
7
,
4
3
3

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

2
年

度
決

算
）

愛
知

県
　

蟹
江

町

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
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